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新型コロナウイルス感染症で影響を受けている事業者の皆様へ 
 

【一時支援金】 
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・

中小事業者に一時支援金を支給。 

 
給付対象：①と②を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。 

①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること 

②2019 年比または 2020 年比で、2021 年の 1 月、2 月または 3 月の売上が 50％以上減少 

必要書類：◆履歴事項全部証明書（法人）または本人確認書類（個人） 

     ◆収受日付印の付いた 2019年 1月～3月及び 2020年 1月～3月までをその期間に含む全ての確定申告書類 

     ◆2019 年 1 月から 2021 年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳・請求書・領収書など) 

     ◆2019 年１月以降の事業の取引を記録している通帳 

     ◆宣誓・同意書 

     ◆取引先情報一覧（2019 年～2021 年の各年 1～3 月における顧客の情報） 

保存書類：飲食店時短営業・外出自粛等の影響を示す書類として、最終的な取引先が      

宣言地域内で時短営業の要請を受けた飲食店または宣言地域の消費者であ   

ることを示す書類を保存しください（右図参照）。なお、申請時の提出は不 

要ですが申請後に提出を求める場合がありますので 7 年間保存して下さい。 

申請方法：アカウント登録（メールアドレスが必要）の後、登録確認機関（商工会等）

にて事前確認を受けて下さい。その後マイページにて必要事項を入力し申請。（令和 3 年 5 月 31 日迄） 

 

【小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞】 
ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産性プロセスの導入等に取り組み、感染拡大防止と事業

継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行う事業です。 

対 象 者：常時使用する従業員が 20 人（商業・サービス業（宿泊業・娯楽業を除く）の場合は 5 人）以下）の法人・

個人事業主の方 

補 助 率：3/4（補助上限額 100 万円） 

 補助対象経費：①機械装置等費 ②広報費 ③展示会等出展費（オンラインによる展示会等に限る） ④開発費 

⑤資料購入費 ⑥雑役務費 ⑦借料 ⑧専門家謝金 ⑨設備処分費 ➉委託費 ⑪外注費 ⑫感染防止対策費 

申請締切期間：第 1 回 5/12 迄、第 2 回 7/7 迄、第 3 回 9/8 迄、第 4 回 11/10 迄、第 5 回 1/12、第 6回 3/9 迄 

 

【アフターコロナ・チャレンジ事業者応援補助金】 
 小規模事業者のアフターコロナに向けた事業転換や業態転換、新分野・新事業への展開などの意欲的な取り組み

の実現を支援する事を目的に実施する事業です。 

対 象 者：岐阜県内に主たる事務所を有すること 

常時使用する従業員が 20 人（商業・サービス業（宿泊業・娯楽業を除く）の場合は 5 人）以下）の法人・

個人事業主の方。 

補 助 率：2/3（補助上限額 150 万円） 

補助対象経費：①機械装置等費 ②広報費 ③展示会等出展費 ④旅費 ⑤開発費 ⑥資料購入費 ⑦雑役務費 ⑧借料  

⑨専門家謝金 ➉専門家旅費 ⑪委託費 ⑫外注費 

申請締切期間：5/26 迄 

 ＜補助対象となり得るアフターコロナに向けた事業転換等の意欲的な取組事例＞ 

・キッチンカーの導入、宅配事業への参入（キッチンカーや宅配用車両の購入、宅配用注文受注システムの導入） 
 

 

 

 

 4月から下記の方々に会員加入いただきました。よろしくお願いします。 

地 区 氏 名 業 種 事業所名 地 区 氏 名 業 種 事業所名 

萩 原 藤原 亮 物流業 藤原物流 大池町 濱崎正人 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ 濱崎ｼﾞﾑ 

萩 原 杉山勝則 配管工 SSK 杉山設備工業 本 町 福岡茂雄 保険業 ㈱アルプス保険サービス 

上八幡 岡田りか ｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ ｱﾜｲｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ 小 寺 太田富貴男 製茶業 太田富貴男 

上八幡 國枝裕昭 塗装業 片山塗装店 - いけだｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ いけだｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 

片 山 野網 瞬 農 業 野網農園 草 深 矢野義昭 機械設計・導入 ｾｲﾉｳ AL 

片 山 小林利弘 農 業 おたからふぁーむ 草 深 中島玲香 美容業 grow 

青 柳 洞 梅菊 ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝｽﾏｲﾙ     

 

     エキスパート・バンク事業 ～ お気軽にご相談ください ～ 

経営・生産・技術・販売促進等の課題を抱えている小規模事業者の方々を対象に、専門技術や知識を持つエキス 

パート（専門家）を事業所へ派遣し、具体的・実践的な指導を実施します。 

☆こんな時にご活用ください。（相談・ご希望の方は、商工会事務局まで） 

  ①生産設備ラインの改善見直し支援       ⑤工業機械の配置レイアウト改善支援 

  ②経営計画を主体とした経営改善策支援     ⑥店舗レイアウト及び販売促進方法に関する支援 

  ③特許権、商標権の取得方法に関する支援    ⑦新規メニューの開発支援 

  ④ホームページの作成支援           ⑧就業規則の作成支援 など 

 ☆相談料・指導日数 １回目は無料  ２回目以降は有料（1/3）となります 

☆オプション、材料代、書類作成費等は実費負担となります 

 

 

商工会の『WEBセミナー』を利用して経営に役立てよう 
 

WEB セミナーは、インターネットで映像コンテンツを視聴することにより、様々な経営情報が取得できるサ 

ービスです。何時でも、何処でも、好きなだけご利用いただけます。 

【ご利用方法】 

①池田町商工会のホームページに貼られたバナーをクリック。 

②専用 ID とパスワードを入力します。 

③２５０タイトル以上のセミナーが無料で視聴可能。 

 

                     行 事 予 定 
 

 

 

 
 
 

☆商工会員さんの事業所名、住所、代表者名などに変更があった場合はお早めにご連絡ください☆ 

ログイン ID ４０４１ パスワード ４０４１ 

池田町商工会 
会員数 ５４７件（R3.4.30 現在） 

TEL 45-8000  FAX 45-8186 

E-mail：ikeda@ml.gifushoko.or.jp 

 

 

行  事 

 

５月１３日（木）  女性部養老鉄道清掃 
 

５月１７日（月） 池田町商工会通常総代会 
 

会員加入 

情 報 

施 策 

経 営 


